
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

告

示

○
建
築
士
法
第
四
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知

識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
定
め
る
件

八

○
建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及

び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
定
め
る
件
を
廃
止
す
る
件

一
〇

○
建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有

す
る
と
認
め
る
者
を
定
め
る
件

一
〇

規

則

福
島
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
七
号

福
島
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
福
島
県
規
則
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
つ
て
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
号
様
式
に
よ

二
級

る

建
築
士
免
許
申
請
書
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
免
許
申
請
書
」
と
い
う
。
）

木
造

に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
法
第
四
条
第
四
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
及
び
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
知
事
が
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
者

に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
（
そ
の
書
類
を
得
ら
れ
な
い
正
当
な
事
由
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
書
類
）
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
知
事
に
提
出
し

た
場
合
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
を
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知

事
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
た
場
合
で
、
当
該
書
類
に
記

載
さ
れ
た
内
容
と
第
一
号
様
式
に
よ
る
免
許
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、

第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二

知
事
又
は
指
定
試
験
機
関
が
交
付
し
た
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
に
合
格
し
た

こ
と
を
証
す
る
書
類

三

次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
書
類

ア

法
第
四
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る

学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
を
証
す
る
証
明
書

イ

法
第
四
条
第
四
項
第
三
号
の
知
事
が
認
め
る
者
と
し
て
別
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
者
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
る
書
類

ウ

法
第
四
条
第
四
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、

同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
証
す

る
書
類

四

第
一
号
の
二
様
式
に
よ
る
実
務
の
経
験
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
実
務
経

歴
書
」
と
い
う
。
）
及
び
第
一
号
の
三
様
式
に
よ
る
使
用
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
が
実
務
経

歴
書
の
内
容
が
事
実
と
相
違
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
第
十
三
条
第
一
項

第
二
号
に
お
い
て
「
実
務
経
歴
書
等
」
と
い
う
。
）

第
一
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
免
許
申
請
書
」
を
「
前
二
項
の
免
許
申
請
書
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
免
許
申
請
書
に
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
そ
の
書
類
を
得
ら
れ
な

い
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
書
類
）
及
び
外
国
の
建
築
士
免

許
証
の
写
し
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
の
十
第
三
号
中
「
の
合
格
者
一
覧
表
」
を
「
に
規
定
す
る
添
付
書
類
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
書
類
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
指
定
登
録
機
関
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
指
定
登
録
機
関
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項

を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た

も
の
を
指
定
登
録
機
関
に
交
付
す
る
方
法

───────────────────────────────────────────────────────────
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第
十
一
条
第
一
項
中
「
そ
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
二
級
建
築
士
試
験
」
を

「
学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
二
級
建
築
士
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
学
科
合
格
試
験
」
と
い

う
。
）
」
に
、
「
二
回
」
を
「
四
回
の
二
級
建
築
士
試
験
の
う
ち
二
回
（
学
科
合
格
試
験
の
設
計
製
図

の
試
験
を
受
け
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
三
回
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三

項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指

定
す
る
者
（
以
下
｢指
定
試
験
機
関
｣と
い
う
。
）
」
を
「
指
定
試
験
機
関
」
に
、
「
同
条
第
三
号
に
該

当
す
る
者
の
う
ち
同
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
知
事
が
」
を
「
同
条
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
知
事
が
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
も
の
と
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
ア
中
「
第
十
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
」
を
「
第
十
五
条
第
一
号
」
に
、
「
当

該
各
号
」
を
「
同
号
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
知
事
が
別
に
定
め
る
法
第
十
五
条
第
三
号
に
該
当
す
る

者
の
」
を
「
法
第
十
五
条
第
二
号
の
知
事
が
認
め
る
者
と
し
て
別
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
前

ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
」
を
「
法
第
十
五
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
イ
に
掲
げ
る

者
以
外
の
者
（
同
条
第
三
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
」
に
、
「
法
第
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
同
条
第
一
号
又
は
第
二
号
」
を
「
同
条
第
一
号
」
に
、
「
認
定
す
る
に
必
要
な
資
料
と
な
る
べ
き
書

類
」
を
「
証
す
る
書
類
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

実
務
経
歴
書
等

第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
六
箇
月
」
を
「
六
月
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
八
第
二
項
中
「
合
格
者
一
覧
表
」
の
下
に
「
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
が
定
め
る
受
験
申
込
書
」
を
加
え

る
。第

二
十
二
条
第
一
号
中
「
（
入
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
中
「
第
一
条
第
一
項
」
を
「
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
、
「
及
び
第
七
条
第
一

項
」
を
「
並
び
に
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和２年２月21日 金曜日 福 島 県 報 号外第８号 6

�

���������������

�

�
	� 
� �� �� �

� ��������� ��	
����
�������� �!"#$%&'�()*�+,#�-.	
��
�#/0123#456�
78�9:;#��&1<=>0 6?'�@78�ABCDEFGHIJK'LM
NCOPQ�MN�RS.�"#6T'23FU(.JKFVT)- )I'WX�	
����@&IJK'
+,YZ��[\C23F]S^(60JK_VT)- �

� `�'� � ��������	
�����������������������������	
��

�78Fa	"bc&60�"�d]&I�"�e-.	
��ef�MN&)- �
� `�'g�ahFi	j/kd*V.�"�l0)- �

� � � � � � � � � � 9� � m� � n� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � op� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � q ��

r s t u a � �

�

�
�v�

�
��wxp)*�� yz{�|{)*��
z}~��K��

~� �� 9m��

� � � 9� m�� 9� m 9� m�

z}~��
{�}p +,	
�78�+,YZ�����������

~� �� 9m�

� � � �

+,	
����
+,	
��~��K��

9� � m�

�
�

�����p�v� �����yz{�
+,	
��~��

~� �� 9m��

� � � 9� m�� 9� m 9��m�

	
�����"6.�
�78�*�.=����#� � ������������
� v��

�

��

�����p�v� �����yz{�
+,	
��~��

~� �� 9m��

�
� � 9� m�� 9� m 9��m�

	
�����"6.�
�78�*�.=����#� � ������������
� v��

�

��

�����p�v� �����yz{�
+,	
��~��

~� �� 9m��

�
� � 9� m�� 9� m 9��m�

	
�����"6.�
�78�*�.=����#� � ������������
� v��

�

�� ¡��@¢� �23¡��@¢�

£¤�

¥��



───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和２年２月21日 金曜日 福 島 県 報 号外第８号7

���������������

 

 

 

������� 

 

�	 	 	 
	 	 	 � 

 

� 	 
 � � 

 

  

 

��	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ��  

������ 

���� 

��������� 

 

 

� ��!��"# 	 	   $%&����'()*+,#-./0'123-�45"678

�9�":;< 

 

  

 

 

�	 �����=> 

	

	

?	 $%-./@ 

$%-./@AB�CDE	 	 	 �	 	 	 
	

$%-.�FGE	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

HI 

�	 8�-./0�'12-./0'J�(KL;M8�< 

?	 	 	  1NO;MP9QRST8�< 

U	 VW�X�Y8,(Z[M�!-./0'�FG!3-�45"678�9\]"#8�

9�;M8�< 

^	 _`��9ab#cC2��12$%&de�fghij�kl�6McC!mM<	

no
pq

no
pq



令和２年２月21日 金曜日 福 島 県 報 号外第８号 8

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式

削
除

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
（
次
項
に
お
い

て
「
二
級
建
築
士
試
験
等
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者
に
対
す
る
改
正
後
の
福
島
県
建
築
士
法
施

行
細
則
第
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
直
近
二
回
の
二
級
建
築
士
試
験
等
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
二

級
建
築
士
試
験
等
の
学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
す
る
改
正
後
の
福
島
県
建
築
士
法
施
行
規
則

第
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
建
築
指
導
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
百
三
号

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
四
条
第
四
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
福
島
県
知

事
が
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を

次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
お
い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
（
学
校

教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
修
了
）

し
た
後
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
（
建
築
士
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
建
築
実
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
経
験
を
有
す
る
者

学

校

科

目

年
数

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専

建
築
士
法
第
四
条
第
四
項
第
一
号
の
国

一
年

門
学
校

土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
建
築
に
関
す

る
科
目
を
定
め
る
件
（
令
和
元
年
国
土

交
通
省
告
示
第
七
百
四
十
九
号
。
以
下

「
第
七
百
四
十
九
号
告
示
」
と
い
う
。
）

の
第
一
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す

る
科
目
（
以
下
「
第
一
号
指
定
科
目
」

と
い
う
。
）
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
七
百
四
十
九
号
告
示
第
一
各
号
中

「
四
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十

単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

建
築
士
法
第
四
条
第
四
項
第
二
号
の
国

二
年

土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
建
築
に
関
す

る
科
目
を
定
め
る
件
（
令
和
元
年
国
土

交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
号
。
以
下

「
第
七
百
五
十
号
告
示
」
と
い
う
。
）

の
第
一
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す

る
科
目
（
以
下
「
第
二
号
指
定
科
目
」

と
い
う
。
）

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
一
号
指
定
科
目

〇
年

第
百
六
十
四
号
）
よ
る
防
衛
大
学
校
又

は
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十

第
一
号
指
定
科
目
。
こ
の
場
合
に
お
い

一
年

四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
に
よ
る
職
業

て
、
第
七
百
四
十
九
号
告
示
第
一
各
号

能
力
開
発
総
合
大
学
校
、
職
業
能
力
開

中
「
四
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
、
「
三

発
大
学
校
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
短

十
単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

期
大
学
校

第
二
号
指
定
科
目

二
年

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中

第
二
号
指
定
科
目
。
こ
の
場
合
に
お
い

三
年

等
教
育
学
校

て
、
第
七
百
五
十
号
告
示
第
一
各
号
中

「
二
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五

単
位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

中
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を

除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
又
は
専

門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る

も
の
と
し
、
同
法
に
よ
る
短
期
大
学
に
あ
っ
て
は
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部

省
令
第
二
十
一
号
）
又
は
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第

三
十
四
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
同
法
に
よ
る
高
等
専
門
学
校
に
あ
っ
て
は
高

等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二
十
三
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も

の
と
し
、
防
衛
省
設
置
法
に
よ
る
防
衛
大
学
校
又
は
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能

力
開
発
総
合
大
学
校
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
大
学
校
に
あ
っ
て
は
大
学
設
置
基
準
の
規
定

の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
同
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
に
あ
っ
て
は

短
期
大
学
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等

学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
あ
っ
て
は
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
十
一
年
文
部
省
告

示
第
五
十
八
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二

次
の
表
の
学
校
の
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
を
入
学
資
格
と
す
る
学
校
教
育
法
に
よ
る

専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
に
お
い
て
、
修
業
年
限
が
同
表
の
修
業
年
限
の
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
で
、
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同
表
の
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
同
表
の
経
験
年
数
の
欄
に
掲
げ
る
年
数

以
上
の
建
築
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

学

校

修
業
年
限

科

目

経
験
年
数

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校

二
年

第
一
号
指
定
科
目

〇
年

若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
又
は

旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年

第
一
号
指
定
科
目
。
こ
の
場
合

一
年

勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中

に
お
い
て
、
第
七
百
四
十
九
号

等
学
校

告
示
第
一
各
号
中
「
四
十
単
位
」

と
あ
る
の
は
、
「
三
十
単
位
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
年

第
二
号
指
定
科
目

二
年

学
校
教
育
法
に
よ
る
中
学
校
又

二
年

第
二
号
指
定
科
目
。
こ
の
場
合

三
年

は
義
務
教
育
学
校

に
お
い
て
、
第
七
百
五
十
号
告

示
第
一
各
号
中
「
二
十
単
位
」

と
あ
る
の
は
、
「
十
五
単
位
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
年

第
二
号
指
定
科
目
。
こ
の
場
合

四
年

に
お
い
て
、
第
七
百
五
十
号
告

示
第
一
各
号
中
「
二
十
単
位
」

と
あ
る
の
は
、
「
十
単
位
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
修
学
校
に
あ
っ

て
は
専
修
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の

と
し
、
同
法
に
よ
る
各
種
学
校
に
あ
っ
て
は
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て

行
う
も
の
と
す
る
。

三

次
の
表
の
学
校
の
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力

開
発
校
、
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
又
は
認
定
職
業
訓
練
に
お
い

て
、
修
業
年
限
が
同
表
の
修
業
年
限
の
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
で
、
同
表
の
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科

目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
同
表
の
経
験
年
数
の
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の
経
験
を
有

す
る
者

学

校

修
業
年
限

科

目

経
験
年
数

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校

三
年

第
一
号
指
定
科
目
。
こ
の
場
合

一
年

若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
又
は

に
お
い
て
、
第
七
百
四
十
九
号

旧
中
等
学
校
令
に
よ
る
中
等
学

告
示
第
一
各
号
中
「
四
十
単
位
」

校

と
あ
る
の
は
、
「
三
十
単
位
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
年

第
二
号
指
定
科
目

二
年

学
校
教
育
法
に
よ
る
中
学
校
又

三
年

第
二
号
指
定
科
目

二
年

は
義
務
教
育
学
校

二
年

第
二
号
指
定
科
目
。
こ
の
場
合

三
年

に
お
い
て
、
第
七
百
五
十
号
告

示
第
一
各
号
中
「
二
十
単
位
」

と
あ
る
の
は
、
「
十
五
単
位
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
年

第
二
号
指
定
科
目
。
こ
の
場
合

四
年

に
お
い
て
、
第
七
百
五
十
号
告

示
第
一
各
号
中
「
二
十
単
位
」

と
あ
る
の
は
、
「
十
単
位
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨

に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

四

建
築
士
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
建
築
設
備
士

五

建
築
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下

こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
二
級
建
築
士
試
験

の
受
験
資
格
を
定
め
る
件
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
告
示
第
五
百
十
七
号
）
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま

で
。
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
昭
和
五
十
三
年
告
示
第
一
号
等
」
と
い
う
。
）
に
掲
げ

る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
、
建
築
に
関
す
る
実
務
の
経
験
を
こ
れ
ら
の
課
程
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
昭

和
五
十
三
年
告
示
第
一
号
等
に
定
め
る
年
数
に
満
た
な
い
年
数
し
か
有
し
な
い
者
で
、
平
成
十
八
年

改
正
法
施
行
日
以
後
に
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
前
の
建
築
に
関
す
る
実
務
の
経
験
年
数
と
平
成

十
八
年
改
正
法
施
行
日
以
後
の
建
築
実
務
の
経
験
年
数
を
合
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
課
程
に
応
じ
て
そ
れ

ぞ
れ
昭
和
五
十
三
年
告
示
第
一
号
等
に
定
め
る
年
数
以
上
の
年
数
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

六

平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
昭
和
五
十
三
年
告
示
第
一
号
等
に
掲
げ
る
課
程
に

在
学
す
る
者
で
、
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
こ

れ
ら
の
課
程
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
昭
和
五
十
三
年
告
示
第
一
号
等
に
定
め
る
年
数
以
上
の
建

築
実
務
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

七

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
知
事
が
建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
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知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者

（
建
築
指
導
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
号

建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と

認
め
る
者
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
福
島
県
告
示
第
八
百
号
）
は
、
令
和
二
年
二
月
二
十
九
日
限
り
、

廃
止
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
建
築
指
導
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
号

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
福
島
県
知
事
が

同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
、

令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
お
い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
（
建
築
士
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
建

築
実
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
経
験
を
有
す
る
者

学

校

科

目

年
数

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
の
国
土
交

〇
年

第
百
六
十
四
号
）
に
よ
る
防
衛
大
学
校

通
大
臣
の
指
定
す
る
建
築
に
関
す
る
科

又
は
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四

目
を
定
め
る
件
（
令
和
元
年
国
土
交
通

十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
に
よ
る
職

省
告
示
第
七
百
五
十
三
号
。
以
下
「
第

業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
、
職
業
能
力

七
百
五
十
三
号
告
示
」
と
い
う
。
）
の

開
発
大
学
校
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発

第
一
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る

短
期
大
学
校

科
目
（
以
下
「
指
定
科
目
」
と
い
う
。
）

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

指
定
科
目
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

一
年

二
十
六
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中

七
百
五
十
三
号
告
示
第
一
各
号
中
「
二

等
教
育
学
校

十
単
位
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五
単
位
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

中
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
防
衛
省
設
置
法
に
よ
る
防
衛
大
学
校
又
は

職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
大
学

校
に
あ
っ
て
は
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
規
定
の
趣
旨

に
準
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
同
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
に
あ
っ
て
は
短
期
大

学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も
の

と
し
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
あ
っ
て
は
高
等
学
校
学
習
指

導
要
領
（
平
成
十
一
年
文
部
省
告
示
第
五
十
八
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

二

次
の
表
の
学
校
の
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
を
入
学
資
格
と
す
る
学
校
教
育
法
に
よ
る

専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
に
お
い
て
、
修
業
年
限
が
同
表
の
修
業
年
限
の
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
で
、

同
表
の
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
同
表
の
経
験
年
数
の
欄
に
掲
げ
る
年
数

以
上
の
建
築
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

学

校

修
業
年
限

科

目

経
験
年
数

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校

一
年

指
定
科
目

〇
年

若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
又
は

旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年

勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中

等
学
校

学
校
教
育
法
に
よ
る
中
学
校
又

二
年

指
定
科
目
。
こ
の
場
合
に
お
い

一
年

は
義
務
教
育
学
校

て
、
第
七
百
五
十
三
号
告
示
第

一
各
号
中
「
二
十
単
位
」
と
あ

る
の
は
、
「
十
五
単
位
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
年

指
定
科
目
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
七
百
五
十
三
号
告
示
第

一
各
号
中
「
二
十
単
位
」
と
あ

る
の
は
、
「
十
単
位
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
修
学
校
に
あ
っ

て
は
専
修
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の

と
し
、
同
法
に
よ
る
各
種
学
校
に
あ
っ
て
は
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て

行
う
も
の
と
す
る
。

三

次
の
表
の
学
校
の
欄
に
掲
げ
る
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力

開
発
校
、
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
又
は
認
定
職
業
訓
練
に
お
い

て
、
修
業
年
限
が
同
表
の
修
業
年
限
の
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
で
、
同
表
の
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科

目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
同
表
の
経
験
年
数
の
欄
に
掲
げ
る
年
数
以
上
の
建
築
実
務
の
経
験
を
有

す
る
者
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学

校

修
業
年
限

科

目

経
験
年
数

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校

一
年

指
定
科
目

〇
年

若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
又
は

旧
中
等
学
校
令
に
よ
る
中
等
学

校学
校
教
育
法
に
よ
る
中
学
校
又

三
年

指
定
科
目

〇
年

は
義
務
教
育
学
校

二
年

指
定
科
目
。
こ
の
場
合
に
お
い

一
年

て
、
第
七
百
五
十
三
号
告
示
第

一
各
号
中
「
二
十
単
位
」
と
あ

る
の
は
、
「
十
五
単
位
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
年

指
定
科
目
。
こ
の
場
合
に
お
い

二
年

て
、
第
七
百
五
十
三
号
告
示
第

一
各
号
中
「
二
十
単
位
」
と
あ

る
の
は
、
「
十
単
位
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
専
修
学
校
設
置
基
準
の
規
定
の
趣
旨

に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

四

建
築
士
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
建
築
設
備
士

五

建
築
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
次
号

に
お
い
て
「
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
二
級
建
築
士
試
験
の
受
験
資
格
を
定

め
る
件
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
告
示
第
五
百
十
七
号
）
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
（
次
号
に
お
い

て
「
昭
和
五
十
三
年
告
示
第
一
号
等
」
と
い
う
。
）
に
掲
げ
る
課
程
に
在
学
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当

該
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
も
の

六

平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
昭
和
五
十
三
年
告
示
第
一
号
等
に
掲
げ
る
課
程
に

在
学
す
る
者
で
、
平
成
十
八
年
改
正
法
施
行
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
も
の

七

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
知
事
が
建
築
士
法
第
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の

知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
る
者

（
建
築
指
導
課
）


